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学校生活のきまり

明るく健康で安全な学校生活を営むには,

一定のルールが必要である。

また学校は学習の場であるから,自 己の成

長の度合をおし測る尺度について,熱知して

ぉくことも大切である

hした存在ではなく,さら:こ は, 学校は孤

地域社会の中ではぐくまれているのであるか

ら,地域の人々に迷惑をかけるようなことが

ぁってはならないこともまた当然である。

「学校生活のきまり」はこれらの最低基準

を示したものである。生徒一人ひとりが十分

その意義を理解した上で,心の通った高校づ

くりと,おのおのの高校生活の充実に努力し

てほしい。

学 習 につ い て

固 定期考査 。評価・評定
1)定 期 考 査

定期考査は年 5回実施する。
考査期間中は定期考査日の時程表による。

2)評  価

評価は定期考査の結果のみならず,各種テ
ス ト,実習 。実験 。実技,作品・レポー ト

,

出席状況,学習態度などに基づいて総合的に
評価する。

3)評  定

学年末における1の評定は単位不認定 (当

該科目の単位修得が認められないこと)を意
味する。

□ 単位の認定
1)履  修

つぎの条件を満たしたとき,科目を履修 し
たものとする。

① 学校の年間計画にしたがって授業に出席
して真面目に指導を受けること。

② 欠席時数が授業時数 (単位数×35)の 3
分の 1を超えないこと。

③ 忌引 。出席停止がある場合は授業時数か
らその合計時数を除外する。

2)修  得
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っぎの条件を満たしたとき,科目を修得し

た
lttilil皐昆量t電ス:種瓢急9乳看
こと。

回 進級・卒業の認定

1に

基ずこ盪i :
れることo

②
 峰量星融雹暮仕な

かつた単位数が

2年生の場合は量罫著璧程以内であるこ
ど
      て,十分に目標を達成し③た言:よ:考 1言ビと。

2喩
桑λ鰍裏11][露

:
② 修得した単位委

ることo

③ 欠席日数が当諮
学年の出席すべき日数の

3分の 1を超え

魚,F隼卜に日標を達成し

④ 特別活動にお1

たと認められることo
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3)原 級 留 置

進級又は卒業できなかったとき,原級に留

置された生徒は,当該学年で履修すべきすべ

ての教科・科目を再履修しなけれ:fな らない。



生活について

□ 生 活一 般

登 下 校

1)登校時間 年間を通じて 8時より8時25分 ま

2F単裏島譲
 藤

隼種
11を

抵言F[i°りは,

31亀
瘍撃霧警管与響覚Ъ他の体日の登校 前

4ヒ
考臀叢風管ふ雲littk防

碁|:鍵懲縫象私存5L宍受集犀劣急班[i」

為を絶対にしない。

6じ

扉予懇覇珊il鮮輩
を貼つて利用する。

② 自転車には鍵を
1理を漁棋亀鴨夫専2ヒと

③ 事故等に備えて,

を勧めます。

7)万
碁壕
事故
難ぁ藝最亀理itl里言撃震

に連絡し,後に,事
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出する。

8)オートパイ,乗用車での通学は厳禁とする。

欠席・忌引・遅刻・早退・
欠課・出席停止

1)欠席・忌引 事前に学校へ連絡し,後で届を

提出する。

長期欠席の場合は診断書等を提出する。

忌引日数は別に定める。(P34参照)

公欠は入学・就職試験 。公式戦などの参加の

場合とし,事前にH・ R担任に公欠願を提出す

る。

2)遅刻 授業担当の先生に申し出て,の ちにH・

R担任に届を提出する。

3)早退・欠課 事前にH・ R担任に届を提出す

る。

4)学校において予防すべき感染症による出席停

止

学校保健安全法による別表の病気にかかった

場合は,出席停止となる。ただちに学校に連絡

し,指示に従う。登校後初日に学校所定の届け

を提出する。



学校において予防すべき感染症の種類
と出席停止期間の基準

治ゆするまで
ェボラ出血熱 ,

奨ili蝋レ熱,

ラッサ熱,急性灰白僣炎 ,

ジフテ リア,重症急性呼

吸器症候群,中東呼 lB4器

症候群,特定鳥インフル

発症 した後 5日 を経過 し,

かつ解熱した後 2日 を

通するまで
(特定『fダ」ル重

`革

曇
インフルエンザ

感染症を除 く)

特有の咳が消奄1:嘉墓
による治療が終了

解熱 した後 3日 を経過す
藤しん(は しか)

―

,又 は舌

下腺の腫脹が発現 した後

5日 を経過 し,かつ,全

身状態が良好になるまで

流行性耳下腺炎

(お たふくかぜ)

発しんが消失するまで
風しん

~(三
日ばし力2

全ての発 しんが痴皮化す
栞雇¬水ぼうそう)

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
感染症の種類 出席停止期間の基準等

第
二
種

咽頭結膜熱 (プール熱 ) 主要症状が消退 した後 2
日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜

炎

病状により学校医その他

の医師において感染のお

それがないと認めるまで

第
二
種

コレラ,細菌性赤痢 ,

腸管出血性大腸菌感染症 ,

腸 チ フス,パ ラチフス
,

流行性角結膜炎,

急性出血性結膜炎

病状により学校医その他

の医師において感染のお

それがないと認めるまで

その他の感染症の例

溶連菌感染症 ,

ウイルス性肝炎,

手足口病 ,

伝染性紅斑 ,

ヘルバンギーナ ,

マイコプラズマ感染症 ,

感染性胃腸炎

条件により出席停止 とな

る感染症であ り,校長 が

学校医の意見を聞 き措置

や期間を決定する
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装月風

3)夏服着用期間でも寒いときには,夏服のズボ
ン・スカー トに上着を着用して良い。 (た だし

,

必ずネクタイ ,リ ポンを同時に着用すること。
4)(コ ー ト・ジャンパー類〉

高校生にふさわしい無地のものとする。

〈セーター類〉

冬服着用期間には上着の下に着用してよい。

色は,自・グレー・紺・黒・茶で,無地の高校
生にふさわしいものとする。首周りは,ネ クタ

イが見えるようにV字型のものとする。
5)制服着用の際及び式典

女子 黒又は紺のハイソックス

男子 白・黒 。紺の靴下 (く るぶしがみえない

もの)

6)靴 通学には短靴又は運動靴を使用,靴下は,

自又は紺・黒の無地とする。タイツは黒無地と

する。

7)ス カー ト,ズボンは手を加えない。
8)異装は,やむを得ない場合,異装願を提出し

て着用できる。

頭 髪 等

常に清潔に保ち,端正な髪形とする。
パーマ,染色などしてはいけない。

化粧,ビアス,ネ ックレス,その他の装身具は

禁止する。

J瑞は
1li督 1:話Ъ鵬製

夏服  6月 1日 ～9月 30日 1罵綺L寧警l移
行

)

2)登下校には, 休業中でも制服を着用する。
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本校夏服捐冗のもの

自無地ワイシヤツ

(半袖可)

(本校指定のもの・

1希望購入)



所 持 品

:f事後笙毛惟乗Lttb

那 :iまっすみ

;帯電話等の電源を切り,

lし まつておく。

赫 1蝉

□ 校 内活動

清  掃

公共物を大切にし,よ りよい学習の環境をつく

るため,つねに校舎内外の清掃・美化に心がける。

災害時の猥群

1)火災その他の災害事故が発生した場合,サ イ

レン又は放送等で通報する。その場合,事態を

的確に把握して,指示に従い整然かつ敏速な行

動で避難経路を通って退避する。

2)ま ずガスの元栓をしめ,窓をしめる。地震の

時は ドアをあける。

3)生命の安全を第一に考え,荷物を持たず,上
履のまま,前庭に集合,整列する。

4)HoR委 員はただちに点呼し,その時間の教

科担任に報告する。

※非常の場合のために,日 頃より非常口・火災

報知器・消火器・消火栓を確認しておく。な

お,非常の場合以外は, これらには絶対に手

をふれない。

※通学経路の安全性や災害時における登下校時

の避難方法について家庭で十分検討しておく。

※通学経路の近くにある一時集合場所 。広域避

難場所・避難所を確認しておく。

:|:||:liJi::,

に後tt｀電現籍喜:客
'ぅ

7盗
を行つた場合は,
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集
tttξ桑島ξ鳥縫ξ

布

:1護腰鬱鋭:II乱
意する。

日曜 0祭 日の活動

顧間の承認を得て所定の活動願を前日までに提

出する。

学校施設 0器具使用について

電L:Elllま為「,lliた L

聾摯舅
―は自分でしつかり管理し

ないよう気をつける。ロツ

ビは入れておかない。

“酬驚電32)T:[i強垂隼基為
① 室内の保温とと

・32-

る。

② ス トープの周囲はもとより,室内の清掃美

化につとめる。

③ ス トープは公共設備なので大切にする。

① 放課後のス トーブ使用では,活動団体が,

許可願いを日直又は,顧間の先生に提出して

使う。

5)エアコンの使用について

原則として,夏期は7月 1日 ～ 9月 30日 ,冬
期は12月 1日 ～ 3月 31日 を使用期間とする。

□ 校 外 活 動

旅  行

長期休業中に宿泊を伴う旅行をする場合は,所
定の届を提出する。ただし,登山等危険を伴う旅
行は経験者の同伴を必要とする。

アルバ イ ト

原則として認めない。
やむを得ない事情で行う場合は,H・ R担任に

相談し,所定の届を提出する。



忌 引 日 数`          7日
以内

1親等 (父母)           3日
以内

兄弟姉妹)

1日2親等 (祖父母,摯

,ぉぃ,めい)

3親等 (伯叔父f           l日
4親等 (い とこ)

遠隔地の場合は,実際に要する往復日数を加算

することができる。

学校指定用品取扱店一覧表

※用紙の備付け場所は全て職員室
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久美堂外商センター

ムサシノ学生服
制服

ネクタイ

リボン等

諸届願一覧表

願
出
入

事  項 様 式 提出先 備  考

|

届
　
出
　
を

必

要

と

す

る

場
　
合

1

保
　
護
　
者

言肇』|の
変更所定用紙

H.R担任
経営企画室

戸籍抄本,

住民票記載
事項証明書
を添付

引

退

学

忌

早

見

席

刻

課

欠

遅

欠

生徒手帳

繹甦嬌」
H.R担任

長期 欠席等
の場合 診断

書必要

吹 行 所定用紙
H.R担 任

生徒部

アルバイト 所定用紙
H.R担任
生徒部

運転免許取得 所定用紙
H.R担任
生徒部

生
　
　
徒

菫詈|の腰所定用紙

H.R担 任

生徒部

(経 営企 画

室 )

遺失物・拾得物
盗 難・忘れ物

所定用紙
H R担任
生徒部

独立行政法人
日本スポーッ振興

センター
所定用紙 保健室

怪我をした
場合届出る



諸届願一覧表

願
出
人

事   項 様 式 提出先 備  考

＝
‐
保
計
ギ

転・退・休・復学 所定用紙 H.R担 任

自転車通学 所定用紙
H R担任

生徒部

異装 所定用紙
H.R担任

生徒部

各種証明書交付 所定用紙

・Ｒ担任善
Ｈ

経

| 学割証交付 所定用紙 H.R担任

ト
ー
ー
ー |

土日轟島届」所定用紙 ・Jl校 長
H.R等の

活動も含む

ヒー
引
劃

Ｊ
「

t 出 所定用紙 H.R担 任

公欠 所定用紙
H.R担任

又は顧間

時間外の活動

(早朝・居残りを
所定用紙 日直の先生

引
対外活動・対外

試合の参加  _
所定用紙 生徒部 3日 前に提出

|

集会・掲示・

印BI物配布

募金 ‐調査・

放送

所定用紙 生徒部

図書館利用について

本校図書館は,本校生徒及び教職員に図書館資
料を提供し, 日常の学習,研究を援助する機関と
して設けられたものです。
生徒は,図書館を利用することによって学習習

慣を身につけ,よ り盛んな探究心を養ってほしい
と願っています。

開 館 平日授業 8:50～ 16:50
特別時間割時は,別途掲示

目 館 学校の休業日,行事日,蔵書点検期間
長期休業中の開館日程,臨時の休館は

,

その都度掲示

貸 出 本は4冊 まで ,期間は2週間。雑誌 (バ ッ
クナンパー)は 1週間,DVDは 3日 間

山高図書館の蔵書は,パ ソコンで管理されてい
ます。貸出,返却,予約が簡単にできますので,

必ず手続きをしてから持ち出してください。
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